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＜要旨＞
　本稿は 1980年代初頭の南米ペルー、アンデス地域における身分証明書の普及をめぐ

るせめぎあいを糸口に、近代国家と先住民の関係の変質に考察を加えるものである。

事例地となるのは、ティティカカ湖の湿地内で独自の生活体系を築いてきた先住民ロ

ス・ウロスの浮島である。観光の空間として切り取られることも多いティティカカ湖

一帯を、国境地域の国家統合の文脈に据えなおすことが本稿の目的となる。周辺地域

に本格的な介入を試みた軍事政権期（1968－ 1980年）、その後の民政移管期の諸展開

に、都市近傍の流動的な圏域から接近することによって、現代アンデス地域をこれま

でとは違った角度から照らし出す切り口を提示したい。

　分析の軸となるのは、出生登録、軍登録という二種の登録制度とそれへの先住民の

呼応である。徴兵制にもとづいた強制連行が横行する湖岸地域、そこでの近代国家と

の交渉を射程に収めつつ、国家管理の強度の空間的偏差とその縁を生き抜いてきた人

びとの移動を広域的な視座から位置づけてゆく。軍事政権期における土地への介入（共

同体登録、保護区設立）に傾注する既存の研究が見落としてきた人への介入（国民登

録）にも光を当て、湿地帯に送り込まれた民籍登録官が作成した出生登録簿と口述資

料との相補的な読解から、人びとが外的制度としての身分証明書の取得に踏み切った

局面を見定める。
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南米ペルー・アンデス先住民社会における身分証明書の普及と徴兵制

1　はじめに

　南米ペルー、アンデス周辺社会の現状を読み解くには、ベラスコ軍事政権（1968年樹立）
が断行した農地改革を正面に見据える必要がある 1。19世紀後半以降、世界市場における羊
毛生産地としての役割を担うことになった南部周辺地域においては、大土地所有制が拡大
し、官憲、先住民世界の両側面に精通した地方ボス（ガモナル）が異法域を構成してきた
［Poole 1987］。20世紀後半に入り、土地占拠運動が高揚し、キューバ革命（1959 年）に触
発された反政府武装勢力が周辺村落に喰い込みを見せると、国家安全保障に危惧を覚えた軍
部はクーデターを先導し、上からの農地改革に踏み切る。1821年の独立以降から 1世紀半
の時を経て、近代国家エージェントが周辺地域の包摂に本格的に乗り出すことになった。
　軍政が終わりを迎え、17年ぶりの大統領選が行われようとしていた 1980年 5月、アヤ
クチョ県では不穏な動き
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が胎動していた。フジモリ政権期前半にかけて徹底的な暴力主
義、恐怖政治によって共和国全土を震え上がらせることになった反政府武装組織センデ
ロ・ルミノソ（以下、センデロとする） による投票箱の焼討ちである。毛沢東思想の下、
農村から都市への勢力拡大を目指したこの集団は、軍事政権期における諸介入とその退潮
によって生み出された政治的空白に浸透する。地元有力者の公開処刑などを通じ、農地改
革以降も辺地に燻ぶる鬱積を吸収しつつ、解放区における自給自足経済・思想教育を推し
進めた「ペルーのポル・ポト派」は、海岸地域、首都リマへも攻勢（いわゆるテロ行為）
を進めてゆく。その推移において農村部において生起したのが、政府軍とセンデロの暴力
の応酬、そして板挟みとなった先住民の虐殺であった。1982年末の非常事態宣言による
政府軍派兵がもたらした事態についての細谷広美［2002］の説明に耳を傾けてみよう。

村の人々はセンデロが来ても軍隊が来ても、銃で脅かされその要求に従わざるを得な
かった。（中略）たとえ銃によって脅かされ強要されたためであっても、もし一方の
要求に従えば、次には他方によって一方の協力者として殺害される可能性があった
［細谷 2002: 430］。

　貧困にあえぐアンデス先住民の赤化（センデロへの回収）を恐れた政府軍は、文化的背
景の相違を触媒に暴走へと至りついたという。

白人やメスティーソを中心とした 1960年代の左翼ゲリラと異なり、センデロの中に
は山間部の人間も含まれていたため、異文化の中に身をおくことになった政府軍に
とっては、誰が敵であるかということを見分けることが難しかった。政府軍には山間
部のアンデス地域とは社会・文化・言語的背景が異なる海岸部の人々が多く含まれて

1  ペルーは幾度とない軍政支配を経験してきたが、本稿において「軍事政権期」という時、それはファ
ン・ベラスコ政権（1968－ 1975年）、およびそれを引き継ぐモラレス・ベルムデス政権（1975－
1980年）の時期を指すこととする。

2  正式名称、Partido Comunista del Perú- Sendero Luminoso。アヤクチョのワマンガ大学哲学教授アビマエ
ル・グスマンによって 1970年に結成されたと言われる。
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いたのである。このため、センデロが浸透している村を見つけ出して住民を虐殺する
ということが起こった［細谷 2002: 428］。

　しかし、この簡明な説明に一定の捨象が伴っていることには注記を要する。軍と先住民
との接触は反政府勢力の鎮圧局面に限られたものではなかったこと、つまり、兵役に先住
民が動員され続けてきたことをわれわれは知っているからだ［Méndez 2009］。軍と先住
民の二項対立は徴兵制によって切り崩されてきたのであり、兵舎における規律訓練には他
者の馴化、同質化、あるいは文明化
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への期待も寄せられていた［Hazen 1974: 272-273］3。
現実的なセンデロの浸透、政府軍の派兵の有無を問わず、軍事政権期以降、全国的に一層
の高まりを見せていたのは兵役への動員圧力、兵籍への登録圧力であり、そこには虐殺へ
も通ずる周辺地域への暴力の史的連続性を看取し得るだろう。
　本稿においては、兵役による居住地からの引き剥がしの圧力に注目しつつ、細谷の議
論とは異なった視点／始点から 1980年代、アンデス先住民社会の国家包摂の相貌を描き
出したい。観光の空間として切り取られることも多いティティカカ湖一帯を［e.g. Gascón 
2005; Zorn 2005］、国境地域の国家統合の文脈に据えなおすことが本稿の目的となる。国
際的な観光地として知られる先住民ロス・ウロス los uros  の浮島における長期滞在調査を
基礎としながらも 4、先住民の生活世界の広がりを重視し、コンタクト・ゾーンとしての
フィールド［田中 2007］という枠組みにも若干の検討を加えたい。
　本稿の舞台となるプノ県においては、1981年以降、羊毛生産地アサンガロ郡を中心にセ
ンデロの攻勢が進み、第二の「アヤクチョ化」［Salcedo 1985: 51］が囁かれた。庁舎・警察
署の襲撃、反対勢力の殺害などの中、1986年 1月にはプノ市内でも国立大学生センデロ分
子による爆破未遂事件が引き起こされている［González R. 1986］。土地占拠運動が再過熱
し、農民の組織化が進むプノにあって、センデロの伸張には限界があり、アヤクチョのよう
な惨劇に至ることはなかった［Kent R. 1993: 451: Taylor 1987: 143-145］という歴史的事実
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には
還元しえない、その情況を生きた人びとの諸経験を、プノ近傍の湿地帯から掘り起したい。

2　本稿のアプローチ

2-1　出生登録と軍登録
　本稿が焦点を合わせるのは徴兵制を下支えする出生登録、軍登録制度である。兵役経験

3  1950年代、中部アンデス地域の大農園（ビコス Vicos）で先取的な農地改革を実施し、近代技術の導
入実験を行ったコーネル大学応用人類学プロジェクトの一員であったマリオ・バスケスは、徴兵経験
者の前衛的な立ち振る舞いに格段の注意を払っている［Vásquez 1955: 207］。当計画の企図は周辺地域
で生まれた変革の萌芽を管理された方向、安定的な国家統合へと導くという管理者的視点に貫かれた
ものではあったが、その洞察は注目に値する。

4  筆者は 2004年から 2013年まで断続的に計 26ヵ月の浮島における調査を行ってきたが、本稿が主に依
拠するのは 2010年、2013年の調査時に行われた聞き取り（浮島出身者に限ると計 28名。内 3名は後
述「水上保安官」経験者）で得られた資料である。インタビューはスペイン語で行い、古老（当時、65
歳以上、計 9名）からの聞き取りの半数については、アイマラ語通訳の協力を仰いだ。出稼ぎを含む移
動の経緯をライフヒストリーに沿って確認することから始め、本稿にかかわる調査項目をおさえるとい
う手順をとった。なお、本稿で「現在」という時、それは 2013年頃までの状況を想定したものとなる。
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者がごく一部であることを鑑みれば、兵舎における経験にのみ傾注するのは一面的である
との理解がその根底にある。外的制度であったはずの身分証明書が主体的に周辺部へと持
ち込まれ、覆いつくしてゆく状況に注目しながら、国家統合の地域史的展開を浮島という
フィールドを中心に捉えることが本稿の基本線となる。まず、二種の身分登録制度を概観
することから始めよう。
　出生登録とは子供の出生後の一定期間に、その近親者（主として父親）が登録機関に赴
き登録を行うものである 5。登録の管轄は地方自治体となり、原則として県 departamento、
郡 provincia  に続く行政下部機構である行政区 distrito  の役場で実施されることになる 6。
　この「国民」としての登録が徴兵制との連関で成立してきたことは近代フランスを中心
とする渡辺公三の論考［2003］が指摘する通りであるが、新大陸の様相は随分と異なった
ものだった 7。広大な国土と多様な文化を抱え込む南米ペルーにあって出生登録制度は歴
史的にも未透徹で、それを基軸とした徴兵制については望むべくもなかった。

5  出生登録の法定期間は以下のような形で緩和されてきた。生後 8日以内（1936年民法）、生後 15日以内（法 L. 
13983号、1962年2月6日）、生後 30日以内（法D.L. 18788号、1971年 2月 16日）。なお、本稿においては通常
の法 Ley  に「法 L.」、軍事政権によって公布された法 Decreto Ley  には「法 D.L.」との表記をあてることにする。

6 法 L. 8554号、1937年 7月 7日。
7  19世紀末に始まる近代的なペルーの軍編制過程の概要、フランスからの影響についてはMendoza
［1962］を参照のこと。

表 1　20世紀ペルー共和国における兵役基本法の概要と変遷

注： 筆者作成。ここに掲げられたのは、法 D.L. 22645号を除き、すべて兵役に関する基本法であり、以降、これらを「～年
兵役法」という形で略記する。なお 2008年にも新法が公布されているが本章の議論との連関を鑑み割愛した。

表 1  20 世紀ペルー共和国における兵役基本法の概要と変遷  

 
注：筆者作成。ここに掲げられたのは、法  D.L. 22645 号を除き、すべて兵役に関する基本法であり、

以降、これらを「～年兵役法」という形で略記する。なお 2008 年にも新法が公布されているが本章の
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法番号（交付日） 兵役対象者 期間 登録年齢

法 L. 1569号 ◇21歳から50歳の男性 （第1条） ◇2年 （第2条） ◇20歳 （第12条）

（1912年6月21日）

法 D.L. 10967号 ◇20歳から50歳の男性 （第3条） ◇中等教育修了者1年 ◇19歳 （第25条）

（1949年3月2日） ◇21歳から45歳の女性―戦時 （第7条） ◇その他2年
　　※平時にも女性の志願可 （第136条） （第4条）

法 D.L. 20788号 ◇19歳から50歳の男性 （第5条） ◇1年 ◇18歳
（1974年11月12日） 　　※16歳から可能 （第52条） ◇中等教育未修了者2年 （第15条、第82条）

◇21歳から45歳の女性―志願 （第81条） （第51条）

　　※それ以外の女性についても登録義務 （第82条）

法 D.L. 22645号 ◇17歳 （第1条）

（1979年8月21日）

委任立法 264号 ◇18歳から50歳の男性 （第5条） ◇12ヶ月以上24ヶ月未満 ◇17歳 （第6条）

（1983年11月8日） 　　※16歳から可能 （第55条） （第56条）

◇18歳から45歳の女性 （第5条）

法 L. 27178号 ◇45歳までの志願制 （第2条） ◇24ケ月未満 （第45条） ◇17歳 （第5条）

（1999年9月28日）

法番号 登録地 登録期間

法 L. 1569号 ◇郡、行政区レベル （第11条） ◇1月1日から2月末日 （第11条）

法 D.L. 10967号 ◇郡、行政区レベル （第22条） ◇1月1日から3月末日 （第22条）

法 D.L. 20788号 ◇郡、行政区レベル （第15条） ◇男性: 1月2日から3月1日まで （第15条）

　　※選定: 4月1日から6月15日 （第28条）

　　※抽選: 6月16日から8月15日 （第31条）

◇女性: 3月2日から5月2日まで （第82条）

委任立法 264号 ◇郡レベル （第16条） ◇男性: 1月2日から3月31日まで （第15条）

◇女性: 4月1日から6月30日まで （第90条）

法 L. 27178号 ◇軍登録所 Oficinas de Registro Militar （第12条） ◇男性: 1月2日から3月31日まで （第11条）

◇女性: 4月1日から6月30日まで （第11条）

　　※徴募事務所 Oficinas de Reclutamiento
　　※陸軍機関の求めに応じ郡・行政区の評議会

　　※海外にいる者は領事館

　　※陸軍機関の求めに応じ郡・行政区の評議会

　　※海外在住者は領事館

　　※役場のない行政区においては登録委員会

　　　（政務代行官、地区判事、司祭によって構成）

　　※役場のない行政区においては登録委員会

　　　（政務代行官、地区判事、駐在所長によって構成）

　　※遠隔地の場合は軍駐留部隊

　　※海外にいる者は領事館
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　これを補完するのが軍登録制度である（表 1）。これは一定年齢に達した時、自ら赴き
手続きを申し出るものである。この登録には出生登録証が必要とされたものの 8、青年期
を迎えた人びとには自らの意思にもとづいて国家制度に参与する可能性が担保されてき
た。登録場所は行政区レベルとの規定もあるが、本事例地の実情としては県庁所在地でも
あるプノに限定されている 9。身体検査などを経て、まずは引換証 boleta de inscripción  が
交付され、選定・抽選を経て、軍登録カード libreta militar  が付与された。これらは公的
サービスには必須となるもので、当局による携行義務が課され、参政権への要件ともなっ
ていた。権利（選挙権）を獲得するためには、まずもって義務（兵役）の遂行が要請され
るのであり、ペルー国民であること（出生登録）と市民であること（選挙登録）には乖離
があった。身分証明書――軍登録カード、選挙登録によって得られる選挙カード（そして
後述する国民 IDカード）――は国家制度との距離を示す表徴でもあった 10。
　他方、このような登録制度は排除とも結びついたものだった。たとえば、教会権力と袂
を分かち、出生登録の世俗化が図られた 1936年民法（1984年改正）の制定時、並行的に
展開していたのは日系移民の排斥であった。参政権、あるいは「市民」からの排除の対象
となってきたのは女性、そして非識字者である。女性には 1949年兵役法によって志願が
認められたものの、1974年の新法まで軍登録義務は課されていなかった。「二級市民」と
して女性に国政参政権が付与されたのは 1955年であり、その後の軍事政権樹立もあって
参政権行使の機会は限られたものとなった 11。
　一方の非識字者に参政権を認めたのは 1979年の新憲法であった。非識字者とはつまると
ころ貧困層であり、先住民である。彼らは徴兵制の義務が課されながらも政治の表舞台に
立つことは許されなかった。そして、これら諸状況が刷新されたのが 1980年代であった。
　先住民の中には自身が予め排除されたにもかかわらず主体的に軍登録を行ってきた人も
いる。国家制度と距離を置く親世代が自身の出生の登録を行っていなかった場合、その手
続きは自身の出生登録証の取得から開始せねばならなかった。本稿が焦点を合わせるの
は、この経緯における民政移管期の状況変化、およびそれに対する先住民の呼応である。
身分証明書がほぼ例外なく普及した浮島の現状――近代国家と先住民の関係の変質――を
見据えつつ、現代アンデス地域をこれまでとは違った角度から描き出すための切り口を提
示することが本稿の課題となる。
　軍事政権期にあたる 1975年、浮島においては境界画定が行われ、湖岸集落チュジュニ 
Chulluni（図 2）と合流の上、「農民共同体ロス・ウロス・チュジュニ」が創設された 12。

8  1912年兵役法において手続き書類は規定されておらず、1949年兵役法では洗礼証書も認められてい
る（第 25条）。1974年兵役法以降は教会の関与は見られない。

9  一般にプノと呼ばれているのは、プノ県プノ郡プノ行政区の都市部であり、本稿もこの用法を踏襲し
ている。

10  広義においては、身分証明書には出生登録証が含まれるものと考えられるが、本稿においては成人に
携行義務の課されたものに限定して身分証明書とする。

11 ペルーの選挙制度の変遷については村上［1997］を参照のこと。
12  この行政手続きの最終報告書（社会動員支援地方局第八支部 ORAMS-VIII  による Informe Nº 

75-BTC-AOR）は、当時の人口を 800人としている。
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1978年には湿地帯すべてを取り囲む形で「ティティカカ国立保護区」が設立される。こ
の両者が近年、「領域」をめぐる対立を深めていることは先行研究がすでに論じるところ
である［Kent M. 2008; cf. Guevara 2007］。しかし、登録を履行するために浮島先住民が湖
外へも足をのばしてきたという事実はここでは見過ごされている。本稿は、湿地外におけ
る個々人の近代国家との交渉も射程に収めながら、国家と先住民共同体の二項対立図式に
も再考を促してゆくことになるだろう。

2-2　徴兵制――先住民の動員をめぐる露骨な暴力
　軍登録を行うと、選定、必要に応じた抽選などの手続きの後、入営者が決定される。
しかし、このプロセスの不透明性はかねてから指摘されてきた。危険な任務にもかかわ
らず薄給で、虐待の横行も取りざたされる兵役に従事するのは主として貧困層、あるい
は先住民であった［González E. 2000］。1974年兵役法以前は大学生などの高学歴者の兵
役は実質免除されており 13、当法にあってすら学歴による兵役期間の相違が温存された
（表 1）。さらに選定に当たっては「身体的適性」のみならず「職業、教育程度」が加味
されることが明記されており（第 32条）、その判断は軍に全面的に委ねられていた。不
正（ワイロ等）を厭わなければ、高所得者層は兵役とは無縁であった［IDL & DESCO 
2009］。
　無論、兵舎に先住民を導き入れるために近代国家が手をこまねいていたわけではない。
南部国境の画定が一段落した 1930年代初頭、軍登録制度の再整備を図ったペルーは 14、
アマゾン地域国境地帯においてコロンビアとの係争に突入してゆく（1932年）。軍登録の
徹底が思い通りには進まぬ中、「不測の事由」により登録できなかった人びとを救済する
という名目の下、登録期間を延長する法令が立て続けに出されることになった。そして
同様の妥協は 1949年兵役法の公布時にも反復されてゆく。法 D.L. 11322号（1950年 3月
31日）では軍登録義務の不履行者の恩赦（罰金の免除）の上、登録が促される。これら
動員策の困難を集約する法 L. 12190号（1955年 2月 12日）は、上記諸策に加え「出生・
あるいは洗礼の登録証を持たないペルー人は高名な 3名から出された証明書類提出をもっ
て登録を行うことができる」（第 2条）との規定を設けた。ベラスコ軍事政権下の 1974
年兵役法では女性の軍登録義務がこの標的に付け加えられたことは先に見たとおりであ 
る 15。
　しかし、このような措置によっても人びとが呼応しない時、そこに用意されているのは
露骨な暴力であった。すなわち軍登録カードの携行義務の不履行者の強制連行 leva forzosa 
である。時に不人気な陸軍の遠隔地任務の人員確保のため、時に不測の欠員の穴埋めのた

13  1912年兵役法 37条、1949年兵役法 69条。なお、軍事政権は 9年の基礎教育 básica regular 体制の定
立を目論んだが（法 D.L. 19326号、1972年 3月 11日）、1941年の公教育基本法（法 L. 9359号、4月
1日）以降、ペルーにおいては 6年の初等教育、5年の中等教育体制が原則となっている。

14 法 D.L. 6923号、1930年 11月 10日。
15  民政移管後に公布された 1983年兵役法においては「入植地域における 1筆の無償取得」等、経済的
インセンティブによる兵舎への駆り出しも図られている（第 105条）。
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め［DP 1997a, 1997b］、暴力的方途が繰り返し、持ち出されることになる。
　そして、この連行が必ずしも軍登録カードの所持・不所持といった基準にもとづいたも
のではなかったことは強調に値する。軍登録カードの携行者すら強制連行の対象となっ
てきたことは被害証言や実態調査が明らかにしている［e.g. CEAPAZ 1997; DP 1999: 73-
75］。兵役義務年齢に達していない年少者もその例外ではなかった。そこで行使されるのは
剥き出しとなった主権の法であり、法の枠組みの不可避的な逸脱を伴った行為遂行的な包
摂の暴力にほかならない［cf. 上野 2006］16。
　湿地帯の外部とは国家動員の網の目が綿密に張り巡らされた場であった 17。国家管理の
強度の空間的偏差［cf. Poole 2004］、その縁を生き抜いてきた人びとの移動を複眼的に捉
えつつ、「生活者の便宜」［松田 1989］にもとづき、身分証明書の取得に踏み切る局面の
見定めを図っている点が本稿のアプローチの特質となる。
　ペルー国内研究において、身分証明書未取得は国家制度からの排除の文脈において論じ
られる傾向が強かった［e.g. Cuenca & Díaz 2010; Tocón 2005］。周辺地域における未取得状況
がいかなる要因によるものなのか、普及プロジェクトにおける障害を明らかにする実態調
査も行われている［DEMUS & DFID 2004］。そこでは地理的隔絶性、煩雑な手続きのみな
らず、経済的要因（本来無償であるべき手続き費用の取り立て、登録不履行による罰金、
交通費負担など）が強調されている。しかし、国家制度への回収を至上とするこれらの研
究は、国家包摂の暴力の縁を生き延びてきた人びとの経験の諸相をいとも簡単に取りこぼ
してしまうのだ。

2-3　湿地内への国家介入の史的展開
　それでは、先住民たちはこれら矛盾に満ちた諸制度と距離を取っていればよかったの
だろうか。ここで重要なのは、ボリビアとの国境線上に位置するティティカカ湖（面積 
8560平方キロメートル、標高 3810メートル）が人びとの移動の空間でもあったという
ことである。そこには国境を越えた略奪行為、密輸も含まれていた［Ezell & Aquise 1966; 
Kuczynski-Godard 2004(1944): 51］。
　版図の実効化に向け、近代国家が移動の統制に乗り出すことは必至である［石川 
2008］。1936年の民法制定の翌年には早速その改正が図られているが（法 L. 8554号、
1937年 7月 7日）、その前文においては登録所からの遠隔性が「多数のペルー市民の出
生・婚姻・死亡が隣国において登記される原因となっている」ことが言及されている。当
法は国境駐留軍による登記についての特別規定を設け、1963年にはその権限が強化され

16  エクアドルとの国境紛争・和平協定の締結を経た 1990年代後半、強制連行は人権の観点から問題視
され［cf. DP 1997b; 法 L. 26989号、1998年 11月 7日］、1999年兵役法では志願制への移行が実現 
した。しかし、その後も連行被害の報告はあとを絶たない［IDL & DESCO 2009: 15］。国家民籍登
録所 RENIEC の発足（1995年）に伴う軍登録カード・選挙カードの国民 IDカード DNI  への一元
化という身分登録制度の洗練

0 0

にあっても、国民 IDカード取得要件から軍登録が外されることはな
かった。

17  若者の徴募に関する不当な状況について、プノ県の文脈については González R.［1986: 51］、Salcedo
［1985: 52］が参考になる。
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た 18。出生登録場所についての規定を設けた民法第 29条は度重なる修正の対象となった
が、1962年には行政末端機構である邑役場 Centro Poblado  の登記権限を承認するととも
に（前出、法 L. 13983号、第 2条）、政務代行機関 Agencia Municipal  の民籍登録情報の有
効性も追認された（第 4条）19。周辺地域に暮らす人びとを国民として組み入れることが
喫緊なのだった。
　浮島側の文脈に目を移しても、先住民たちは湿地内での孤立を決め込んできたわけでは
なかった。プノを境に西側にはケチュア語圏、東側にアイマラ語圏が広がる言語接触域に
あって本事例地はアイマラ語が中心を占めたが、血縁関係、交易活動などを通じケチュア
語圏カパチカ半島とも歴史的な結びつきは強かった。20世紀後半になるとキリスト教再
臨派が湿地内にも侵出し 20、1963年、A地区に小学校を建設したのを皮切りに 21、急激な

18  法 D.L. 14504号、1963年 6月 10日。
19  この機関は 1912年兵役法においても言及されており、「役場のない行政区」で、司祭、地主などの協
力の下、軍登録を担うものであった（第 11条）。なお、1949年兵役法においてもこの機関の職責が
言及されているが（第 22条）、同条項において教会に関する規定は削除されている。

20  土曜日を安息日とする再臨派は 1863年、アメリカのミシガン州を本部として、正式に教会として独
立した。1911年にティティカカ湖南岸道路沿いに最初の小学校を建設して以来、1920年代にかけ
て、アイマラ語圏を中心に急速な広がりを見せ、当地域における学校教育を先導することになった
［Hazen 1974: 109-124］。

21  観光地区への移動以前、先住民たちはアシの生い茂る浅瀬に、刈ったアシを積み重ねることによって
生活基盤を維持してきた。規模もさまざまな散在する島々のゆるやかなまとまりに地名が付与された
ものが「地区」となる。漁撈・狩猟活動を中心とした当時の生活の詳細については山本［1980］を参
照のこと。

図 1 ティティカカ湖 

注：PROMPERÚ のプノ支部で入手した地図をもとに筆者作成。 

 

 

【行政区役場所在地】
① アマンタニ Amantaní
② カパチカ Capachica
③ コアタ Coata
④ ワタ Huata
⑤ パウカルコジャ Paucarcolla
⑥ プノ Puno
⑦ チュクイト Chucuito

 

図 2 プノ湾とロス・ウロスの居住地 

注：筆者作成。網掛け部はアシの茂る湿地帯、薄い文字は湖岸の地名、黒い文字はロス・ウロスが暮らし

てきた地点を示す。 

図 1　ティティカカ湖
注：PROMPERÚ のプノ支部で入手した地図をもとに筆者作成。
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観光化が進展する。1980年代中頃の大増水を契機として、都市方面「観光地区」への生
活拠点の移動が発生し、その間、湖岸集落チュジュニへの定住化も加速した 22。交易活動
においても都市圏とのつながりは顕著となる［村川 2018］。そして、中等学校の存在しな
い浮島にあって、進学を望む学童はプノへ赴く必要もあった。

　本稿においては、従来注目されてこなかった民籍登録の文脈における湿地帯への国家介
入の史的展開を踏まえつつ、現在の浮島観光の中心地「観光地区」形成の前夜――すべて
の浮島が遠方に位置していた 1980年代前半――の状況に迫る。それにあたり、実際に湿
地帯へと踏み入れた介入の諸アクター（民籍登録官、初代小学校教師、徴兵経験者など）
の両義的性格・媒介的役割に格段の注意を払う。民籍登録官が作成した出生登録簿（1959
－ 2005年）と先住民の口述資料との相補的な読解を通して、共同体登録・国立保護区設
立といった直接介入の局面を国家統合の史的連続性の中で紐解いてゆきたい。
　本稿で言及される主要な人物の社会関係は下図の通りとなる（図中、fは父、wは妻を
意味し、第何子であるかを明示する必要がある場合は算用数字を補記した）。本稿の軸と
なるのは X・Y・Zの家系であり、それに V・Wの関連情報を補足し、立論を行った。

22  「観光地区」とは筆者が説明の便宜のために設けた地理概念で、40島の浮島に 280世帯が暮らしてい
た（2007年）。現状においては、Aから D地区は消滅し、Eから I地区においては漁撈・狩猟を中心
とした暮らしが継続されている。詳しくは村川［2012］を参照のこと。

図 1 ティティカカ湖 

注：PROMPERÚ のプノ支部で入手した地図をもとに筆者作成。 
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⑤ パウカルコジャ Paucarcolla
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⑦ チュクイト Chucuito

 

図 2 プノ湾とロス・ウロスの居住地 

注：筆者作成。網掛け部はアシの茂る湿地帯、薄い文字は湖岸の地名、黒い文字はロス・ウロスが暮らし

てきた地点を示す。 

図 2　プノ湾とロス・ウロスの居住地
注： 筆者作成。網掛け部はアシの茂る湿地帯、薄い文字は湖岸の地名、黒い文字はロス・ウロスが暮らしてきた地

点を示す。
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　以下、3章では徴兵制にもとづく湖岸一帯での強制連行、4章では湿地帯に送り込まれ
た民籍登録官、5章では軍事政権期の浮島における登録の展開、6章では 1980年代の状況
を中心とした検討を行う。強制連行経験者からの聞き取りを軸に置く 3章では古老の諸経
験を含めた鳥瞰的把握を試み、本稿後半では軍事政権期から民政移管期に成人を迎えた 2
世帯（X10世帯、および Y世帯）に議論を絞ってゆく 23。

3　強制連行と兵役経験

3-1　1980年代の状況――入営する人びと
　1980年代前半の状況から始めよう。まず、参照するのは当時、すでにチュジュニに生
活拠点を移していた V氏の来歴と兵役経験である。彼は現在、観光地区に浮島を維持し
つつ、チュジュニとの往還生活を続けている。

事例：V氏（男性、1966年生まれ、E地区出身）の来歴と兵役経験
　彼の幼少期には、両親はすでにチュジュニに土地を持っていた。小学校 2年までは
E地区からキリスト教再臨派の小学校に通ったが、その後はチュジュニへ生活拠点を
移し、近隣集落ビスカチュニ Viscachuni（図 2）の国立小学校に転校する。1980年代
中頃の大増水まで父は E地区に拠点を維持し漁を継続しつつ、共同出資による観光

23  両世帯の概要、移動の変遷については、村川［2018］に報告されているので、その子細は割愛する
が、両者ともに漁撈活動から観光業へと生業をシフトさせ、観光地区へ生活拠点を移動させたという
意味においては、浮島に典型的な世帯という位置づけを与え得る。なお当論文で、Y氏（当該論文の
言う Xm氏）の生年は 1962年とされているが、正しくは 1963年である。ここに訂正したい。
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注：聞き取り内容より筆者作成。Y 氏、B 地区系、I 地区系の部分に関し、兄弟関係は省略した。 

 

 

 

表 2 X10 世帯の出生登録の概要 

氏名 性別 出生年 出生地 登録先 補足

x1 男性 1980 サンタ・ロサ（Santa Rosa : 交易先）への道中 チュクイト 死去。

x2 男性 1982 G地区 チュクイト

x3 女性 1989 C地区 ヤプラ

x4 女性 1991 C地区 プノ

x5 男性 1993 カルバリオ チュクイト

x6 女性 未聴 未聴 未聴 死去。

x7 男性 1998 チム付近 プノ  
注：聞き取り内容より筆者作成。 

 

 

 

表 3 歴代代行官の概略

　 在職期間 備考

初代 1959－1986年  男性、1921年生まれ、ワタ行政区出身・在住。創設者の兄。

二代目 1986－1993年  男性、1966年生まれ、I地区出身、プノ在住。

三代目 1993－1996年  男性、死去。

四代目 1996－2005年  男性、1954年生まれ、I地区出身、ワタ行政区在住。  
注：聞き取り内容より筆者作成。在職期間は登録簿に記された署名から判断した大まかな目安である。 

 

 

図 3　親族関係図
注：聞き取り内容より筆者作成。Y 氏、B 地区系、I 地区系の部分に関し、兄弟関係は省略した。
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客送迎ボート業を運営していた。チュジュニに移ってからは家族で海岸地域（近隣県
アレキパのモジェンド等）へ出稼ぎに赴くこともあった。週末を中心に漁を手伝いつ
つ、プノで中等教育を修了する。卒業後、プノで軍登録を行う。出生登録は父がプノ
ですでに行っていた。兵役は望まなかったが、検査を経て適格となり、2年間の入営
となる。
　入隊 1年目には虐待を受けた。上官に貢ぐ必要があり、タバコ・酒を覚えた。2年
目にはアサンガロ郡での任務にもあたった。兵舎もなく学校での寝泊まり生活であっ
たが、武装衝突を経験することはなかった。退役後はチュジュニに戻り、E地区出身
の女性と結婚する。結婚資金は漁撈によって蓄積した。義理の父のチュジュニ側の浮
島で観光客の受け入れを開始し、観光地区の形成とともにそこへ合流した。

　プノに程近いチュジュニで育ち、初等教育・中等教育を経て、軍登録、兵役へと至る滑
らかな連接がここでは確認される。1963年、A地区にキリスト教系小学校が建設され、
浮島においても初等教育が広がっていった世代にあっても、プノで中等教育を受けた人は
稀であった。このような人が国家の定めに従い出頭し、兵役に従事していた状況をまず
もって確認しておこう。
　その上で浮島に目を転ずれば、同様の事態の広がりを見て取れる。W氏は 2000年頃に
なってチュジュニに土地を購入し、現在、V氏と同様の往還生活を行っている。

事例：W氏（男性、1964年生まれ、B地区・リャチョン出身）の来歴と兵役経験
　W氏の祖父はカパチカ半島リャチョン Llachón（図 2）の出身で B地区の女性と子
供を作り逃げてしまった。B地区育ちの父もリャチョンとの結びつきが強く、W氏
の母も半島出身である。W氏は再臨派の小学校に通ったが、その途中まではリャチョ
ンにも家が保持されていた。卒業後は、間借りをしながらプノで 1年間の中等教育を
受け、以後 B地区に戻り、漁撈生活となった。10代後半となり軍登録のためにプノ
に赴き、引換証を得る（出生登録は父がすでにカパチカで行っていた）。浮島を訪れ
た観光客の薦めで、首都リマで過ごすが、プノへ戻った 1984年、軍登録カードを入
手すべく軍に出頭した。軍登録カードを未取得なままでは街を出歩くのにも支障が
あったためだった。入隊となり、駐留地はプノ市街地となった。兵舎では虐待があっ
たが、物事を素早くこなせば問題はなかった。人員不足となった 2年目には強制連行
を行う側にも回った。除隊後は B地区に戻り、E地区出身の女性と結婚し、観光地
区の形成とともにそこへ合流した。

　1980年代前半、法に規定された年齢にプノに出頭し、結果、兵舎へと駆り出される事
態は浮島でも広がっていた。そして、登録に赴くのは、学校教育からも遠ざかっていた人
でもあった。入営までは若干の時間を要しているが、軍登録カード所持が徹底される社会
状況も醸成されていた。W氏は軍事政権期にも幾度となく陸軍による強制連行を目撃し
てきたという。



043

南米ペルー・アンデス先住民社会における身分証明書の普及と徴兵制

事例：W氏の強制連行目撃経験 1――プノ
　B地区に暮らしていた 12歳位の頃、父に灯油を買って来るよう命じられ、浮島付
近を通過するカパチカ半島からの大型木製ボートに乗って、プノへ向かう。金が少し
余ったので映画館に行く。映画館から出ようとすると軍人が出口を塞ぎ、「年齢は。
軍登録カードは」と尋ねている。彼はまだ小さかったので事無きを得る。帰りの便に
は間に合わずプノの街路で一夜を過ごした。

　人の集まるプノにおいて強制連行が頻発していたことは言うまでもない。しかし、それ
は都市部に限定されたものではなかった。

事例：W氏の強制連行目撃経験 2――湖岸先住民集落
　14歳位の頃、ティティカカ湖南岸道路沿いの先住民集落イチュ Ichu（図 2）の聖
人祭を訪れた際、軍人がやってきて、連行しようとする。若い人たちは近くの丘へと
走って逃げ、軍人たちがあとを追った。

　イチュはプノ側の浮島の人びとの主要な交易先でもあり［村川 2018］、6月末に開催さ
れる聖人祭は賑わいを見せる。この季節（および 1月）は強制連行の頻発時期とも重なっ
ており 24、ティティカカ湖南岸道路に近接するイチュの例祭は格好の標的でもあった。

3-2　古老たちの諸経験
3-2-1　強制連行
　強制連行は先住民たちの生活によりさし迫ったものでもあった。歴史的文脈から掘り起
こしを図ろう。まず参照するのは Yf氏の経験である。Yf氏は生涯を通じ浮島にのみ生活
拠点を有し、現在は観光地区で暮らしている。原則、アイマラ語のみを使用する。

事例：チュジュニにおける強制連行――Yf氏（男性、1938年生まれ、B地区出身）
　B地区出身の Yf氏は小学校にも通わなかった。「17歳位の時」、カラパフラ 
Calapajra〔チュジュニから少々プノ寄りの地名。浮島から土地への最短経路にあた
る〕で女の子をひっかけようとしていたところ、軍兵がやってきて強制連行に遭う。
プノの中心市街まで連れてゆかれ、そのまま鉄道でアンデス地域ケチュア語圏の近隣
県クスコへ送られた 25。2年間の兵役の中、整頓、規律、責任が叩きこまれることに
なった。虐待もあったが彼の場合はうまく立ち回ることが出来た。上官はスペイン語
のみを話したが、ほかにもアイマラ語話者がいたため問題はなかった。除隊となり、
軍によってプノまで連れて来られる。浮島に戻った後は、D地区出身の妻と結婚し、

24  これは浮島で頻繁に聞かれるものであり、20世紀末プノ県における強制連行に関する実態報告とも
概ね相応している［CNDDHH 1997:19-20］。

25 軍登録カードの番号から、1953年頃のことであったと推察できる。
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そちらに生活拠点を移した。観光客の受け入れは程々に、漁撈中心の生活を送る。そ
の後、出稼ぎに赴くこともなかった。

　強制連行はプノ、ティティカカ湖南岸道路沿いの湖岸集落のみならず、チュジュニにも
及んでいた。都市近郊には確実に照準が定められてきた 26。1960年代の文献資料におい
てはチュクイト半島における強制連行についても言及されているが［Carmona, Calderón, 
Gallegos & Yactayo 1967: 54］、半島部での強制連行目撃経験は浮島においては、まずもっ
て聞かれない。強制連行の危険は都市・幹線道路を中心に遍在していたと見るのが妥当
であり 27、一度動員網に抵触したのなら有無を言わさず遠方まで引きずり出されることに
なった。

3-2-2　20世紀中葉、浮島をとりまく状況
　次に V氏の義父 Vf氏の事例を見てみよう。スペイン語も流暢な Vf氏は、現在では観
光地区に浮島を維持しつつ、チュジュニとの往還生活を送っている。1980年代には普及
を見せ始めた木製ボート［村川 2012］の取得も近年になってのことである。

事例：浮島への退避――Vf氏（男性、1932年生まれ、E地区出身）
　幼少期を E地区で過ごした Vf氏は小学校には通わなかった。しかし、青年期に差
しかかって教育機会を逸した人向けの教育プログラムを受けることになる。プノ郊外
の学校に通うべく、母方の祖父母が暮らすチュジュニに滞在した。当時、チュジュニ
においても徴募が一軒一軒行われており、蹴りあげられながら連行される人もいた。
軍登録を行うべき年齢に差しかかった頃、登録所に赴こうと思ったが、腕に障害があ
り、そのような人は殴られると聞き躊躇する。親類から兵舎で虐待を受けたという話
も聞いていたため、E地区を中心に生活することにした。

　プノから程近くのチュジュニを離れ、湿地帯に分け入れば、強制連行のリスクは自ずと
小さくなった。とはいえ、浮島の古老たちが徴兵制と無縁であったわけではない。1950
年代、日曜日の軍事訓練について複数の語りは重なりを見せる。ここに一例を見る Zf氏
は、生涯を通じ浮島にのみ生活拠点を有してきた。現在は観光地区で暮らし、原則として
アイマラ語のみを使用している。近年になるまで木製ボートも持たなかった。

事例：日曜訓練へ赴く――Zf氏（男性、1934年生まれ、H地区・チュジュニ出身）
Zf氏の父方祖父母はそれぞれチュジュニ、湖岸集落チム Chimu 出身で、母方祖父母

26 ただし、前出 V氏は、1980年代、チュジュニでの強制連行を語ってはいない。
27  倉知［1964: 39-40］によれば「国境はユングヨという町の附近にあるのだが、その国境をはさんで
プーノからボリビア側のコパカバナまでの間に 10数余りの関所があって、その一々に通行証を呈示
しなければ通れない」のであり、「要所要所には鉄道の踏切りのような横棒が道路をさえ切ってい
て、それを通してもらうまでに何度も執拗な検査を受けなければならなかった」という。
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28 Zf氏が保管していた軍登録カードからはこれが 1954年付近であったことが読み解ける。
29  日曜訓練については 1949年兵役法第 126条で規定されている。1912年兵役法下においてすでに実施
されていたというが［Mendoza 1962: 296, 309］、プノ県における実態は詳らかではない。1950年代
の一般状況についてはコーネル大学応用人類学関係者の記録［Blanchard 1954: 180-181; Mangin 1955: 
175; Vásquez 1955: 203-204］も参考になる。

30  この人物にあっても、E地区にまでは軍人がやってこなかったという点については Vf氏と一致した
証言を行っている。

31  小学校の入学時における出生登録証の提示についても徹底することなどできなかったという。小学校
への反応は芳しくなく、その基盤は不安定なものだった。

32 法 D.L. 17824号、1969年 9月 23日。

は H地区、カパチカ半島出身である。Zf氏の父はチュジュニに家を持っていたが、
Zf氏はH地区に住む祖父母と生活をともにしながら幼少期を過ごす。学校教育は一
切受けず、漁撈・狩猟活動を行ってきた。20歳を前にして Zf氏は軍登録を行う。H
地区に暮らしていたほかの人も登録を行っていたためだった。軍登録の結果、日曜日
に兵舎に行き、訓練を受けることになった 28。

　浮島へ退避する Vf氏とは裏腹に、カパチカ半島側という遠方の浮島においてすら軍登
録に赴く流れが存在していた。軍登録を行った人びとは兵舎での常駐といった形のみなら
ず、兵舎を定期訪問することによっても訓練（銃器の取り扱い、行進など）を行ってい 
た 29。そして日曜訓練への参加経験は当時、E地区に暮らしていた Vf氏の兄からも語られ
た 30。国家制度による着実な捕捉が進展する中、それへの呼応は浮島において、そして兄弟
間において一様ではなかった。初等教育を受けていない生粋の漁民が兵舎に赴く一方、国家
制度により頻繁に接触してきた人が浮島に逃散するという込み入った動きが存在していた。

3-2-3　軍登録へと誘導する諸アクター
　1963年、軍登録へと人びとを誘う新たなアクターが加わる。A地区に建設されたキリ
スト教再臨派小学校の初代教師である。このアイマラ先住民が浮島の観光化に寄与した
ことは別稿で触れたが［村川 2012］、兵役経験を持つ彼は軍登録の徹底にも意欲を燃やし
た。この教師からの聞き取りによると、アシ舟に分乗した 30人以上をプノへ引き連れ、3
列行進の上、軍登録へ赴いたこともあった。布教目的で彼はカパチカ半島側にも足を延ば
してきたため、学校のある A地区以外の人びともそこには含まれることになった。父・
母の氏名、年齢など、登録の必須情報を聞いて回る一方、軍関係者には先住民たちの事情
を説明し理解を求め、軍登録の円滑な遂行に奔走したという。外から現れた学校教師は教
育を通じて子供たちに新しい価値観を植え付けるのみならず、反発を引き起こしつつ、付
近の大人たちを確実に巻き込んでいった 31。
　水上保安官 sargento de playa  も同様の役割を果たすことになる。ボリビアとの国境地帯
に位置するティティカカ湖では 1850年代の政争を契機に海軍が配備されてきた［Romero 
1985: 355］。軍事政権期の 1969年には海軍の補助機関「沿岸警備部隊 Cuerpo de capitanías 
y guardacostas」が組織され、水域における沿岸警備、密輸対策と同時に漁業資源の管
理・監視にもあたることになった 32。水上保安官とは沿岸警備の行き届かぬ水域におけ
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る管理・監視を地域社会に付託すべく、港湾司令部が任命するもので、地域住民に法的
規定（船舶の登録等）を遵守させ、海軍の要求するデータを供与する名誉職

0 0 0

だった［cf. 
LeVieil 1987: 106-107］33。漁業省の設立を含め、漁民への圧力が高まりを見せた 1960年
代後半には［Orlove 2002: 150-161］、浮島出身の強制連行経験者 2名（X1氏ら）が、プノ
側、カパチカ半島側のそれぞれの担当官として駆り出され、漁撈活動にかかわる出来事を
逐一報告することになる 34。漁民の登録（漁業カードの普及）を目論む海軍を前に、彼ら
もまたプノへと人びとを引き連れ、その礎となる軍登録の手助けを行ったという。
　このように、20世紀中頃には軍登録へと誘う諸圧が存在していたが、身分証明書が浮
島を覆い尽くす状況には未だなかった。そこには、軍登録から免除されていた女性たちも
残されていた。

4　出生登録――浮島に送り込まれたエージェント（1959年）

4-1　浮島の人びとの出生登録先
　軍登録の基層をなす民籍登録（出生・婚姻・死亡登録）に議論を移そう。男女を問わず
実施されるこの登録は、ティティカカ湖の浮島においては錯綜した状況を生み出してき
た。プノ湾に隣接する 8つの行政区の内のいずれが湿地帯を管轄するのかが不明瞭であっ
たためである 35。1978年、ティティカカ国立保護区が設立され、1999年にはその管轄域
が公的に登記されたものの、この機関は民籍登録を主管するものではなかった。2001年 5
月、農民共同体ロス・ウロス・チュジュニ の小邑役場への行政区分変更が実現し、初め
てチュジュニの役場でも登記を行えるようになった。
　浮島の人びとの出生登録先の変遷の一例として X10氏（男性、1962年生まれ、C地区
出身）の世帯の場合を参照してみよう。

33  アマンタニ島（図 2）においては、最初の木製ボートが出現した 1940年代からこの役職が置かれ、
ボート所有者たちによって選出されていた［Gascón 2005: 137-138, 218; cf. Ortiz & Galdo 1963: 44］。

34 スペイン語も堪能なこの両名は 1975年の境界画定証書にも代表 gestorとして名を残している。
35  ワタ（1921年）、アマンタニ（1965年）を除き、これらの行政区はすべて 1854年 5月 2日の法に
よって再編・設立されている。
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図 3 親族関係図 

注：聞き取り内容より筆者作成。Y 氏、B 地区系、I 地区系の部分に関し、兄弟関係は省略した。 

 

 

 

表 2 X10 世帯の出生登録の概要 

氏名 性別 出生年 出生地 登録先 補足

x1 男性 1980 サンタ・ロサ（Santa Rosa : 交易先）への道中 チュクイト 死去。

x2 男性 1982 G地区 チュクイト

x3 女性 1989 C地区 ヤプラ

x4 女性 1991 C地区 プノ

x5 男性 1993 カルバリオ チュクイト

x6 女性 未聴 未聴 未聴 死去。

x7 男性 1998 チム付近 プノ  
注：聞き取り内容より筆者作成。 

 

 

 

表 3 歴代代行官の概略

　 在職期間 備考

初代 1959－1986年  男性、1921年生まれ、ワタ行政区出身・在住。創設者の兄。

二代目 1986－1993年  男性、1966年生まれ、I地区出身、プノ在住。

三代目 1993－1996年  男性、死去。

四代目 1996－2005年  男性、1954年生まれ、I地区出身、ワタ行政区在住。  
注：聞き取り内容より筆者作成。在職期間は登録簿に記された署名から判断した大まかな目安である。 

 

 

注：聞き取り内容より筆者作成。

表 2　X10 世帯の出生登録の概要
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　G地区・C地区の往還生活を送っていた X10世帯は観光化の進展の中、カルバリオ 
Calvario（図 2）・チム付近を経由し観光地区へと生活拠点を移してきたが、その変遷とと
もに子供たちの出生地が変化していることをまずは確認しておこう。その上で、登録先に
目を向ければ、その中心がチュクイト、およびプノとなっていることが分かる。チュクイ
ト（アイマラ語圏の小都市）は官僚的手続きを要請するプノとの対比において融通が利く
というのが浮島での共通理解となっているが 36、観光地区が編成された現在ではプノ（そ
してチュジュニ）が一般的な出生登録先となっている。
　表 2中にあるヤプラ Yapura（図 2）は、X10世帯が G地区で生活していた時に交易目
的で頻繁に訪れていた場所であり、1985年から民籍登録の実施が認可されていた 37。チュ
クイトにおいても登録手続きが厳格化していたことに加え、第三子（x3氏）の出生から
すでに 1年以上が経過していたこともあり、知人のいるヤプラへと赴く形になった。
　浮島の人びとは湿地帯の外部へ赴いた上で、自身の子供の出生登録を行う必要があっ
た。交易活動をはじめとする自身の便宜にあわせ、危険な外部

0 0 0 0 0

にも踏み込みながら、複数
的な候補地から登録先を選び取ってきたわけである。そして、それは出生から登録履行の
間に不可避的なタイムラグが生じることを意味してもいた。

4-2　湿地帯への照準――政務代行機関「サン・ペドロ・デ・カピ」
4-2-1　送り込まれた代行官
　再臨派の小学校建設に先立つ 1959年 4月 16日、政務代行機関「サン・ペドロ・デ・
カピ San Pedro de Kapi」が設立される（以下、「代行機関」と略記する）。代行機関とは前
述（注 19）のように役場が存在しない場所で民籍登録を遂行する機関であるが、その管
轄を担うことになったワタ行政区（図 2）はその創設目的を「とりわけ初等教育に関し住
人の利益を奨励・強化・保護すること、該当する出生・死亡・婚姻の正副本を作成する
こと」38としている。F地区の国立小学校は以前から存在していたが 39、その整備が図ら
れ、民籍登録を実施すべく代行官 agente  が定期訪問を行うことになった。ワタ行政区で
入手した略図によるとその管轄は E地区から I地区とされ、代行機関の創設者（男性、
1933年生まれ、ワタ行政区出身）は、その創設を行政主導のものと語っている 40。歴代
代行官（表 3）には補佐係 regidor  が適宜随行することになった。

36  20世紀中葉以降、チュクイト・オヘラニ Ojerani（図 2）は先住民への二言語教育プログラム、ILO
主導の生活改善・入植計画（プノ・タンボパタ・プロジェクト）などの舞台となっていた［Hazen 
1974］。

37 RENIEC ホームページ。
38 ワタ行政区通達 88号。
39  Centellas［1969: 72］によると、この学校 Escuela fiscal mixta Nº 8916  は「何年も前」から存在してい
るが、生徒数の不足により機能不全に陥っていた。この学校での就学経験を語る古老は 1名のみで、
その期間も 6ヶ月間のみだった。

40  この人物は浮島での居住経験を持たない部外者である。なお、1944年以降、近隣のカパチカ行政区
においてもアマンタニ島への代行官の派遣は行われていた［Ortiz & Galdo 1963: 42; cf. Gascón 2005: 
215］。アマンタニ島が 1965年に、アマンタニ行政区として分離独立を果たしたことは先に見た通り
である。
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　以下、1980年代にも浮島を訪問していた第二代目（男性、1966年生まれ、I地区出身）
の説明を中心に代行機関をめぐる概況を説明する 41。
　幼少期を I地区で過ごした二代目は、父がプノに家を建てたため、浮島を後にした（現
在は観光客送迎業に従事している）。そんな彼が代行官になった契機は浮島の人びとがそ
のスペイン語能力を買い、推挙したことであった。当時、初代代行官は、浮島にやってこ
なくなっていた。土曜日、チュジュニのサッカー大会にやってくる人びとに同行し、I地
区を訪れ、週末を過ごし民籍登録を行い、カパチカ半島からの木製ボートに乗ってプノに
戻ったという。登録記録は定期的に当局に引き渡された。時には付託された援助物資を運
ぶこともあった。報奨はなかったため、交通費の名目で、島民に「少額」を要求していた
という。浮島の古老からの聞き取りを総合すると初代代行官は浮島を個別訪問し登録を
行っていたようであるが、二代目の場合は I地区に留まって登記を行ったという。

4-2-2　蓄積された登録情報
　作成された登録簿は現在、ワタ行政区の役場に所蔵されている 42。蓄積された登録証は
保存状態が悪いものが多数あり、ナンバリングが錯綜している箇所もある 43。登録情報は
出生登録にかかわるものが圧倒的に多く（表 4）、婚姻・死亡登録は他所で行われることが
多かったことが窺える。以下、経年的なデータが揃った出生登録を議論の中心とし、登録
状況を俯瞰したい。
　図 4に示された登録年ごとの出生登録数件数の推移は、プノから離れた湿地帯において
も着実に出生登録が進展したことを示唆している 44。出生登録簿にはフォーマットが存在

41  筆者は、亡くなった三代目を除くすべての歴代代行官と面会し、四代目代行官の補佐係からも聞き取
りを行った。なお、役場に当初任命されたのは創設者であったが、1959年 6月 18日には、その兄に
引き継がれている（通達 178号）。引継ぎまでには 2件の出生登録（1959年 5月 12日、5月 18日）
が実施されているが、こちらについても残された署名は兄のものであることを鑑み、本稿では兄を初
代代行官とした。彼は声を発することができない状態であったため、詳細な聞き取りを行うことはで
きなかった。

42  民籍登録、および身分証明書を掌る全国機関 RENIEC の発足（1995年）以降、システムの再構築が
図られ、代行機関による民籍登録は中止されている（2005年）。

43 役場では新たに分類番号を打ち直していたが、登録簿の出典についてはこれに準じた。
44  登録が全くない年もあるが、これは浮島で頻繁に語られる通り、代行官が登録簿を焼失させたことに
起因するものと思われる。婚姻登録簿、死亡登録簿のデータ欠損についても、同様の理由が考えら 
れる。
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図 3 親族関係図 

注：聞き取り内容より筆者作成。Y 氏、B 地区系、I 地区系の部分に関し、兄弟関係は省略した。 

 

 

 

表 2 X10 世帯の出生登録の概要 

氏名 性別 出生年 出生地 登録先 補足

x1 男性 1980 サンタ・ロサ（Santa Rosa : 交易先）への道中 チュクイト 死去。

x2 男性 1982 G地区 チュクイト

x3 女性 1989 C地区 ヤプラ

x4 女性 1991 C地区 プノ

x5 男性 1993 カルバリオ チュクイト

x6 女性 未聴 未聴 未聴 死去。

x7 男性 1998 チム付近 プノ  
注：聞き取り内容より筆者作成。 

 

 

 

表 3 歴代代行官の概略

　 在職期間 備考

初代 1959－1986年  男性、1921年生まれ、ワタ行政区出身・在住。創設者の兄。

二代目 1986－1993年  男性、1966年生まれ、I地区出身、プノ在住。

三代目 1993－1996年  男性、死去。

四代目 1996－2005年  男性、1954年生まれ、I地区出身、ワタ行政区在住。  
注：聞き取り内容より筆者作成。在職期間は登録簿に記された署名から判断した大まかな目安である。 

 

 

注：聞き取り内容より筆者作成。在職期間は登録簿に記された署名から判断した大まかな目安である

表 3　歴代代行官の概略
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し、空欄に必要な情報を代行官が手書きで記入する形となっており、出生登録簿第 1巻の
み証人欄が存在する。届出人の名義はほぼすべて父親で、母親が出生登録の届出人として
記載されている例はわずか 11件である。

表 4 ワタ行政区の役場に保管された民籍登録簿の概要 

冊数 登録期間 登録件数 巻 登録件数
登録年が判読不

可能なもの

分析の

母数
中心年代

中心年代から外

れた登録情報

1991年（1件）

1981年（1件）

1991年（1件）

1992年（1件）

1987年（2件）

1988年（2件）

6 58 4 54 2001－2005年 なし

計 423 43 380
1 30 0 30 1960－1983年 なし

2 3 1 2 1993－1994年 なし

1977年（1件）

2005年（1件）

計 47 2 45
1 38 0 38 1959－1975年 なし

計 51 0 51
1980－1984年

1988年（2件）

1978年（1件）

1978年（1件）

1980年（1件）

1973年（1件）

1989年（1件）

1995－1999年

1996－2001年

1986－1990年

2 13 0 13死亡登録簿 2 1959－1989年 51

婚姻登録簿 3 1960－2005年 47 3 14 1 13

1990－1994年

3 30 2 28

4 55 13 42

1959－1977年

2 84 9 75 1977－1986年

1 129 0 129

出生登録簿 6 1959－2005年 423

5 67 15 52

 
注：民籍登録簿より筆者作成。明らかな重複分については除外し集計を行った。中心年代は目安として筆

者が設定したものである。登録年が判読不可能なものは登録件数から除き、今後の分析の母数とした。 

 

 

 

 

図 4 出生登録数件数の推移 

注：出生登録簿より筆者作成。 
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注：民籍登録簿より筆者作成。明らかな重複分については除外し集計を行った。中心年代は目安として筆

者が設定したものである。登録年が判読不可能なものは登録件数から除き、今後の分析の母数とした。 

 

 

 

 

図 4 出生登録数件数の推移 

注：出生登録簿より筆者作成。 

 

注： 民籍登録簿より筆者作成。明らかな重複分については除外し集計を行った。中心年代は目安として筆者が設定したもので
ある。登録年が判読不可能なものは登録件数から除き、今後の分析の母数とした。

表 4　ワタ行政区の役場に保管された民籍登録簿の概要

図 4　出生登録数件数の推移
注：出生登録簿より筆者作成。
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　表 5に示された具体的情報内容を含み込む登録簿を読み解くにあたっては、E地区か
ら I地区以外の人びとの登記情報が紛れ込んでいることに留意する必要がある（明らかに
他集落関係の登録情報と見られるもの 6件については以降の分析からは除外する）。ティ
ティカカ湖岸一帯には恒常的な移動があったのであり、この登録記録を浮島に括り込むこ
とは慎まなければならない。
　その一方、代行官の派遣が浮島に相応の反響を引き起こしたことに目を向ける必要もあ
る。たとえば、日曜訓練の事例で取り上げた Zf氏は、代行機関に子供の出生登録を滞り
なく行ってきた一人である。

　H地区に暮らす Zf氏は第三子（Z3氏）を除き、すべて代行機関で登録を行ったと言
い（表 6）、この語りは出生登録簿の記録とも一致する 45。また、この代行機関を便宜的
に活用する人もいた。Z3氏（女性、1964年生まれ、H地区出身）もその一例となる。H
地区で育った Z3氏は F地区の小学校に通うも、3年程で中退となっている。

 

表 5 出生登録証の情報内容 

被登録者 氏名、登録日、登録番号

届出情報 場所、時間、時間帯、日付、年

届出人 氏名、年齢、婚姻、職業、出生地、国籍、居住地、住所、身分証明書

出生情報 性別、日付、年、時間帯、場所、出生者名、嫡出・庶出

被登録者の父 氏名、年齢、婚姻、職業、出生地、国籍、居住地、住所

被登録者の母 氏名、年齢、婚姻、職業、出生地、国籍、居住地、住所

証人1 氏名、年齢、職業、居住地、住所、身分証明書

証人2 氏名、年齢、職業、居住地、住所、身分証明書  

注：出生登録簿より筆者作成。 

 

 

 

表 6 Zf 氏の世帯の出生登録の概要 

氏名 性別 出生年 出生地 登録先 登録年 補足

Z1 男性 1958 H地区 代行機関 1974 特別登録簿32頁に記載あり。

Z2 女性 1961 チュジュニ 代行機関 1961 出生登録簿第1巻30頁に記載あり。

Z3 女性 1964 H地区 ワタ 1964
Z4 男性 1967 H地区 不明 不明

Z5 男性 1970 プノ（埠頭） 代行機関 1970 出生登録簿第1巻80頁に記載あり。

Z6 男性 1973 H地区 不明 不明 死去。死亡についてのみ死亡登録簿第1巻32頁に記載あり。

Z7 女性 1974 H地区 代行機関 1974 出生登録簿第1巻112頁に記載あり。

Z8 女性 1977 H地区 代行機関 1977 出生登録簿第1巻129頁に記載あり。

Z9 女性 1979 H地区 代行機関 1979 出生登録簿第2巻96頁に記載あり。  

注：聞き取り内容より筆者作成。年号などについては登録簿を参考にした。登録簿の記録内容は正確

さを欠く場合も多く、第五子の出生地は H 地区とされている。 

 

 

 

表 7 Y 世帯の出生登録の概要 

氏名 性別 出生年 出生地 登録先

y1 女性 1981 D地区 チュクイト

y2 女性 1983 H地区 代行機関

y3 男性 1985 未聴 代行機関

y4 男性 1987 未聴 未聴

y5 男性 1989 未聴 未聴

y6 女性 1997 プノ（クリニック） プノ

y7 男性 2001 プノ（クリニック） プノ

y8 女性 2005 プノ（クリニック） プノ

死去。死亡についてのみ死亡登録簿第2巻 15頁に記載あり。

補足

出生登録簿第2巻54頁に記載あり。

出生登録簿第2巻17頁に記載あり。死去。

死去。

 
注：聞き取り内容より筆者作成。 

 

注：出生登録簿より筆者作成。

表 5　出生登録証の情報内容

 

表 5 出生登録証の情報内容 

被登録者 氏名、登録日、登録番号

届出情報 場所、時間、時間帯、日付、年

届出人 氏名、年齢、婚姻、職業、出生地、国籍、居住地、住所、身分証明書

出生情報 性別、日付、年、時間帯、場所、出生者名、嫡出・庶出

被登録者の父 氏名、年齢、婚姻、職業、出生地、国籍、居住地、住所

被登録者の母 氏名、年齢、婚姻、職業、出生地、国籍、居住地、住所

証人1 氏名、年齢、職業、居住地、住所、身分証明書

証人2 氏名、年齢、職業、居住地、住所、身分証明書  

注：出生登録簿より筆者作成。 

 

 

 

表 6 Zf 氏の世帯の出生登録の概要 

氏名 性別 出生年 出生地 登録先 登録年 補足

Z1 男性 1958 H地区 代行機関 1974 特別登録簿32頁に記載あり。

Z2 女性 1961 チュジュニ 代行機関 1961 出生登録簿第1巻30頁に記載あり。

Z3 女性 1964 H地区 ワタ 1964
Z4 男性 1967 H地区 不明 不明

Z5 男性 1970 プノ（埠頭） 代行機関 1970 出生登録簿第1巻80頁に記載あり。

Z6 男性 1973 H地区 不明 不明 死去。死亡についてのみ死亡登録簿第1巻32頁に記載あり。

Z7 女性 1974 H地区 代行機関 1974 出生登録簿第1巻112頁に記載あり。

Z8 女性 1977 H地区 代行機関 1977 出生登録簿第1巻129頁に記載あり。

Z9 女性 1979 H地区 代行機関 1979 出生登録簿第2巻96頁に記載あり。  

注：聞き取り内容より筆者作成。年号などについては登録簿を参考にした。登録簿の記録内容は正確

さを欠く場合も多く、第五子の出生地は H 地区とされている。 

 

 

 

表 7 Y 世帯の出生登録の概要 

氏名 性別 出生年 出生地 登録先

y1 女性 1981 D地区 チュクイト

y2 女性 1983 H地区 代行機関

y3 男性 1985 未聴 代行機関

y4 男性 1987 未聴 未聴

y5 男性 1989 未聴 未聴

y6 女性 1997 プノ（クリニック） プノ

y7 男性 2001 プノ（クリニック） プノ

y8 女性 2005 プノ（クリニック） プノ

死去。死亡についてのみ死亡登録簿第2巻 15頁に記載あり。

補足

出生登録簿第2巻54頁に記載あり。

出生登録簿第2巻17頁に記載あり。死去。

死去。

 
注：聞き取り内容より筆者作成。 

 

注： 聞き取り内容より筆者作成。年号などについては登録簿を参考にした。登録簿の記録内容は正確さを欠く場合も多く、
第五子の出生地は H 地区とされている。

表 6　Zf 氏の世帯の出生登録の概要

45  第四子・第六子についても代行機関で登録を行ったというが、その記録は現存する登録簿では確認さ
れなかった。
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　Y氏との出会いを経て、二人は漁撈活動を中心とした D・H地区との往還生活を始め、
1980年代後半、観光地区の形成とともにそこへと生活拠点を移してゆく。その間、出生
登録先はプノ中心へと再編されたが、そんな彼らが初めて代行機関を活用することになっ
たのは第二子の登録においてだった。Z3氏によると、これはイチュの診療所の看護師の
薦めによるものである 46。Z3氏らが軍登録カードを持たないため、チュクイトにおいて
すら出生登録を行うことは難しいと聞かされ、わざわざワタ行政区の湖岸方面にある初代
代行官の自宅を訪ねることにした 47。
　その傍ら、浮島に暮らしながらこの代行機関に関知しなかった人びともいた。先に見
た X10世帯がその一例である。湿地帯の外部での出生登録が不可避とされてきた浮島に
あって、ワタ行政区役場による介入（代行機関の設立）は無視し得ぬ参照項を生成させは
した。しかし、移動する人びとにとってそれへの応答は必然的なものとはなり得なかっ
た。登録簿から読み解けるのは移動する人びとの便宜にもとづく、断片的な痕跡なので 
ある。

5　軍事政権期における登録の徹底

　1968年から 1980年まで続く軍事政権期は出生登録の徹底が図られた時期であった。法 
D.L. 18788号（1971年 2月 16日）の前文ではこれまでの諸策にもかかわらず、「民籍登
録事務所が機能する場から離れた国境地帯のペルー住民が出生登録を行うために隣接国に
赴く」現状が再度確認される。民法第 29条の再修正により、警察・宗教関係者による登
録も容認され（第 1条）、遠隔地における出生登録については 1年間の特別登録期間が設
けられることになった（第 4条）48。1973年にはこれら登録徹底の集大成として「特別登
録」が設定される。出生登録が行われぬままになっていた人びとの出生について、成年の
場合は自分自身が、未成年の場合は両親（その不在の場合は 4親等以内の親族）が登録す

46 イチュには 1963年に診療所が開設されていた［IIP 1969: 82］。
47  当時、彼らはH地区に暮らしていたが初代代行官はすでに浮島に来なくなっていたという。なお、
生活拠点を観光地区に移した 1989年、第五子の死亡登録にあたっても代行機関を利用している。

48  これは翌年、1年間の再延長を見ることになる（法 D.L. 19394号、1972年 5月 9日）。

 

表 5 出生登録証の情報内容 
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注：出生登録簿より筆者作成。 
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氏名 性別 出生年 出生地 登録先

y1 女性 1981 D地区 チュクイト

y2 女性 1983 H地区 代行機関

y3 男性 1985 未聴 代行機関
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表 7　Y 世帯の出生登録の概要
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ることで国家制度への組み込みが図られる 49。農民共同体ロス・ウロス・チュジュニの行
政登録（1975年 10月 23日）の背面において、代行機関による特別登録が民籍登録と並
行的に実施されることになった。

5-1　出生に関する特別登録の浮島への影響
　特別登録の記録はワタ行政区の役場には現存せず、初代代行官の自宅に謄本のみが保管
されている 50。ノートに全面手書きで記されたこの記録（以降、特別登録簿とする）は、
出生登録の形式を正確に踏襲したものとなっており、出生登録簿第 1巻同様、証人欄も存
在している 51。
　問題はその登録数である。1975年 12月 30日まで特別登録の記録は続くが 52、重複分
を除くとその総計は 79件となる（内 2件はほかの湖岸集落のもの、浮島からプノへの移
住者の近隣住人であることが明らかなため、今後の分析の母数から除外する）。法 D.L. 
20223号が公布される 1973年 11月 20日までに代行機関がおよそ 15年をかけて行ってき
た出生登録数がちょうど 100件であることを勘案すると、その 8割程がわずか 2年の間に
集積されたことになる 53。
　その内訳について一覧しておこう。1959年 5月 12日、すなわち代行機関による登録開
始以前に出生していた人の特別登録は 41件、それ以降のものは 34件である（判読不可能
なもの 2件）。前者は代行官の来訪以前に出生登録が行われておらず、そのまま放置され
続けてきた人たちであり、1920年代生まれの古老のものも含まれている。後者は代行官
の来訪にもかかわらず、親が出生登録を行わずにいた人びとということになる。未だ軍登
録義務年齢に至らぬ若者たちも、ここに国家制度に編入されることになった 54。
　そして、特別登録は 1974年兵役法と連接されてゆく。この時期、軍登録義務年齢に達
しようとしていた X10w氏の事例を見てみよう。X10w氏は生涯を通じて浮島にのみ生活
拠点を有している。

事例：女性の軍登録――X10w氏（女性、1958年生まれ、G地区出身）
　G地区で生まれた X10w氏は F地区の国立小学校を卒業した後、父母の手伝いを

49  法 D.L. 20223号、1973年 11月 20日。この時限立法は他例に漏れず翌年には 1年間の延長となり（法 
D.L. 20793号、1974年 11月 19日）、資金充当も行われた（法 D.L. 21179号、1975年 6月 17日）。

50  その経緯については詳らかではないが、役場に登録簿が存在しない以上、利用者がその写しを得るこ
とができないことは確かである。

51  特別登録を創設した法 D.L. 20223号第 6条は登録の要件として、洗礼についての証明書、あるいは警察
発行の証明書の提示を要請しているため、わずかながら洗礼関係書類に言及されたものもあった（4件）。

52  特別登録の延長を定めた法 D.L. 20793号はその期間を 1974年 11月 22日からの 1年間としている
が、浮島における登録は 1975年 12月 30日まで継続されている。この点については今後の調査で確
認を進めたい。

53  ただし、非識字者の登録を定めた法 D.L. 22379号（1978年 12月 12日）に言及している記録が存在
していることからも（特別登録簿 81頁）、その作成年代の正確性には留保が必要である（表 7）。

54  特別登録の届出人は本人である場合（成年）と、両親（あるいは 4親等以内の親族）である場合（未
成年）が考えられるが、登録簿を見ると本人が届出人として記載されていることはなく、ほぼすべて
の場合は父の名義となっている（母名義は 4件、第三者名義が 1件である）。意図的に形式が統一さ
れていると考えるのが妥当であろう。
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して過ごしていた。臆病な性格であったため、プノに行くのも極力控え、買い物など
も親戚に委託することが多かった。両親は軍登録カードを所持していなかったが、
特別登録を活用し X10w氏の出生登録証を取得する 55。すでに X10w氏の兄弟は軍登
録カードを取得済みであり、母の強い勧めもあって、X10w氏はプノで軍登録を行っ
た。登録義務年限は若干の超過となった。

　今でこそ片言のスペイン語を話すが、当時はアイマラ語のみだった。「男性は怖いもの
なしだから」と彼女は言う。1974年兵役法の制定によって、新たな標的に加えられた女
性は特別登録の機会を経て、登録所へと誘導されてもいた。

5-2　登録簿に見る身分証明書の普及状況
　特別登録簿には届出人の身分証明書の記載欄がある。代行機関を利用したのはカパチカ
半島側の浮島生活者中心であり、さらに利用状況には偏りがあったこと、届出人の大部分
が男性であったことを考慮した上で、1970年代中頃の軍登録カード普及状況を読み解く
糸口としてみよう 56。特別登録には同一人物による登録が複数回行われている場合もある
が、それらを延べ集計したのが下表である。

55 この記録は特別登録簿 31頁（1974年 9月 6日付）で確認できる。
56  届出人は本人であるとは限らず、届出人情報を鵜呑みにするのは問題含みである。登録ごとに身分証
明書に関する記載内容が変化している場合も確認された。また、当時軍登録カードを所持していたこ
とが明らかな場合においても、記載に反映されていない事例もある。あくまで目安として身分証明書
の普及状況に迫ることがここでの眼目となる。

 

表 8 特別登録時に用いられた届出人の身分証明書の内訳 

分類 細目 件数

選挙登録カード 3
軍登録カード（番号記載あり） 26
軍登録カード（番号記載なし） 2
軍登録引換証 2

計 33
出生登録証 1
婚姻登録証 6
洗礼関係証書 4

計 11
証明書 certificado 14
漁業カード carnet de pesca 6
納税証明書 libreta de tributario 1
不動産証明書 carnet de inmobilizable 1
就労証明書 certificado de trabajo 1
提示なし sin documento 1
非識字者―法 D.L. 22379号 1

計 25
小計 69
記載なし 8

77

選挙・軍登録カード

民籍登録関係

その他

 

注：特別登録簿をもとに筆者作成。 

 

 

 

 
図 5 出生登録簿に見る身分証明書の推移 

注：出生登録簿をもとに筆者作成。 

注：特別登録簿をもとに筆者作成。

表 8　特別登録時に用いられた届出人の身分証明書の内訳
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　まず確認すべきは成人の公式の身分証明書（選挙・軍登録カード）を届出人が所持して
いなくても初代代行官は登録を行っていたことである。身分証明書の記入欄には民籍登録
関係のみならず、単に「証明書 certifi cado」とされたものも多数確認される 57。
　内訳に注目すると、記載があったものは総計 69件、その内 33件 （48パーセント）で選
挙登録カード・軍登録カードが提示されている。「特別登録」の届出人の一定数が軍登録
をすでに済ませていることがうかがえる 58。
　同様な分析を前出の出生登録簿（1959－ 2005年）にもかけ、浮島における身分証明書
の普及状況を経年的な形で把握したのが下図となる 59。

　着実に身分証明書の普及が進んで行ったことが統計的にも裏付けられる。1990年代に
入っても身分証明書を未取得の人もいるが、計 4件の内、3件は軍登録の義務年齢に達
していない人びと（15歳・16歳）である。カパチカ半島側の浮島、すなわちプノから離

57  この内実については定かではないが、身分証明書の提示があったわけではないことは文脈から明らか
である。なお、女性が届出人となっている事例は計 4件のみである。

58  1974年の選挙カード所持者 1件はチュジュニの人で、1975年のものは 2件とも先述、水上保安官
（X1氏）のものである。また、先の事例で取り上げた古老の内、この特別登録を活用しているのは
Zf氏、および Yf氏となっている。前者は登記官の来訪以前に誕生していた第一子（特別登録簿、32
頁）、後者は第二子・第三子（Y氏）の登録を行っている（同 16頁、17頁）。Yf氏によると、子供の
出生登録はすべてプノで行ったが、この両者のものには不備があったため代行機関の特別登録を利用
したという。なお、Yf氏の存命の子供は計 10名であるが、代行機関に記録が残るのはこれ以外には
末子のもののみである（出生登録簿第 4巻 56頁、1986年）。

59  出生登録簿（浮島生活者にかかわるもの計 374件）の内、身分証明書の記載欄に記入があるものは
321件だが、それを 5年ごとに分け、公的な身分証明書（国民 IDカード、選挙・軍登録カード、登
録番号のみ）が記入されたものとそれ以外のものに分類し、集計を行った。
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婚姻登録証 6
洗礼関係証書 4

計 11
証明書 certificado 14
漁業カード carnet de pesca 6
納税証明書 libreta de tributario 1
不動産証明書 carnet de inmobilizable 1
就労証明書 certificado de trabajo 1
提示なし sin documento 1
非識字者―法 D.L. 22379号 1

計 25
小計 69
記載なし 8
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選挙・軍登録カード

民籍登録関係

その他

 

注：特別登録簿をもとに筆者作成。 

 

 

 

 
図 5 出生登録簿に見る身分証明書の推移 

注：出生登録簿をもとに筆者作成。 

図 5　 出生登録簿に見る身分証明書の推移
  注：出生登録簿をもとに筆者作成。
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れた、漁撈中心の一帯にあっても身分証明書が例外なく普及した現状が確認できる。

6　1980年代以降の諸展開

6-1　軍登録の進展
　1979年の新憲法公布をもって非識字者にも選挙権が付与される。着実に軍登録カード、
選挙登録カードの普及が進む民政移管期の状況を、カパチカ半島側の浮島から再度捉え返
してみよう。

事例：軍登録と遠隔地――Z4氏（男性、1967年生まれ、H地区出身）
　Z4氏は H地区で育つ。F地区の小学校卒業後は、漁業の手伝いをしながら生活し
た。10代半ばには知人の行っていた海岸地域（近隣県アレキパのカマナ）のサトウ
キビ農園に赴いたこともあった。軍登録を行うことにし、カパチカ半島からの大型
モーターボートに乗り H地区を出発したが、プノの登録所についた時には行列がで
きていた。正午頃までしか対応はなく、友人のいた A地区で夜を過ごす。翌日、無
事登録を行い、17歳で軍登録カードを取得する。

　現在も念のため携帯しているという彼の軍登録カードには発行日として 1984年 8月が
記されてい 60。義務年限を遵守しながら軍登録を行ったという Z4氏ではあったが、遠隔
地からの軍登録には困難が付きまとっていたことが垣間見える。同様の障害は姉の Z3氏
からも聞かれた。

事例：女性の軍登録――Z3氏（女性、1964年生まれ、H地区出身）
　同棲期間を経て Y氏と結婚した頃〔＝ 1984年 9月〕になり、軍登録を行う。カパ
チカ半島発の大型モーターボートに乗り朝 8時には島を出発したが、仲買人に魚を引
き渡すのに手間取り、登録所についた時には行列ができていた。その日は登録を行う
ことができず仲買人の家に泊めてもらうことになった。

　1974年兵役法以降、登録義務を課される対象は女性にも拡大されていた。彼女の場合、
義務年限通りの登録とは行かなかったようであるが、軍登録を行わねばならぬ状況は確実
に醸成されていた（第二子の出生登録にまつわる困難については先述した通りである）。
観光地区形成の前夜、プノから離れたカパチカ半島側においても身分証明書の存在は浮島
を覆いつつあった。登録履行への障壁の高い遠隔地の人びとすらも国家の定める登録年限
に合わせ出頭する事態が生成し、そのライフサイクルが国家の定めるリズムに従って分節
化されることになった。

60  「徴募可能であるが身長・体重不足につき選定なし」との注記がされていた。軍登録証には身長を記
入する欄もあり、彼の身長は 1.49 メートルとされている。
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6-2　偽造をもって登録を履行する
　幾度とない国家統合の諸策にもかかわらず、1980年代の浮島には軍登録を履行しない人
が未だ残されてもいた。すでに軍登録の義務年限を超過してしまっていた人びとが軍登録
へと乗り出そうとする際、重要な役回りを演じたのが代行官となる。Y氏の経験を見てみ
よう。

事例：出生登録証の偽造 1――Y氏（男性、1963年生まれ、B・D地区出身）
　結婚した頃、すでに子供もおり兵役は望まなかった。Z3氏よりは先に軍登録に踏
み切ることにする。登録義務年限は大きく超過していたため、初代代行官の下を訪
れ、1967年生まれということにして出生登録証の内容証明を作成してもらった。

　Y氏は、その第二子（y2氏）の出生登録と同じ頃になって自らの登録を進めるに至る。
1980年代初頭にボートを購入した Y氏は水上保安官によるチェックにおいて、魚網の保
有数トップであったとも誇らしげに回想している［cf. 村川 2018: 51］。近代的技術を導入
し移動性を高めつつあった人びとを身分登録制度の枠内へと安着させたのはほかならない
初代代行官なのだった。そして偽証依頼は Y氏に限られてはいなかった 61。

事例：出生登録証の偽造 2――X10氏（男性、1962年生まれ、C地区出身） 
　パウカルコジャ行政区（図 2）のティティカカ湖岸出身の父と C地区出身の母の下
に生まれた X10氏は C 地区で幼少期を過ごす。幼少期に父は亡くなり、母に育てら
れる。再臨派の小学校を卒業後、プノの中等学校に C地区、あるいはチュジュニの
親戚宅から通うが、1年程で中退となった。C地区で観光、および狩猟活動を中心と
した生活を送る。軍登録の年限に達した時、親元に残っていたのは自身のみで、母は
軍登録に行くことを望まなかった。母が決めた結婚相手（G地区出身の X10w氏）と
一緒になり往還生活を始めてから軍登録を行うことにしたが、出生登録書の所在が判
然としない。初代代行官の下を訪れ、賄賂を払いつつ、1964年生まれということに
して出生登録の内容証明を作成してもらった。10代前半に負った火傷により、軍登
録では不適格とされた。

　X10氏の場合、代行機関における登記を活用するのはこれ一度きりとなったが 62、代
行官訪問は空間的広がりを持ったものでもあった。カパチカ半島側の浮島では暮らした
ことがなく、当時 C地区での生活を続けていた彼の兄 X7氏（1957年生まれ）は偽造さ
れた出生登録の内容証明を現在でも自宅に保管していた。この証書はすべて手書きであ
り、形式上は正規のものと全く相違ない。生年月日は 1965年 3月 15日とされ、1982日

61  1990年入国管理法改正に伴うデカセギ・ブーム下においては出生・婚姻登録証の偽造が頻発し、社
会問題化したことは記憶に新しい［e.g. 高橋 1995; 渕上 1995; ワトキンス 1994］。

62 X10氏は代行官が登録簿を焼失させてきたことを強調している。
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1月 22日付で初代代行官名義での内容証明がなされている。この出生登録証がワタ行政
区役場には保管されていないことはいうまでもない。身分証明書に書き込まれた公的記
録と本当の生年月日には隔たりがあり、国家制度との接合のために書き換えられたのは
過去だった。
　このように、1980年代前半には、軍事政権期の国家統合政策から距離を置いた人びと
すらもが、身分証明書の取得に乗り出す状況が生まれていた。そして、ワタ行政区にある
代行官の自宅を訪問してまで出生証明書を入手し、プノの軍登録所を目指すその道程は文
字通りの回り道を伴うものでもあった。国境地帯における国家統合圧力の一端として機能
してきた代行機関は、ここに先住民の文脈の中に組み込まれ、近代国家側の視点（登録
所）からでは看取し得ない移動の経路を生成させたのである。

7　おわりに

　本稿においては浮島における身分証明書の普及をめぐるせめぎあいを軸に、国境地帯に
おける国家介入の史的展開、民政移管期の諸状況に焦点を合わせてきた。
　本稿の内容を振り返るにあたり、まずもって確認しておきたいのは湖内湿地帯を閉域と
して捉える枠組みは当初より成立していなかったということである。先住民たちは生活の
文脈に応じ、湿地外との往還を繰り返してきた。行政的な管轄が定まらぬ湖内にあって、
複数的な候補の中から出生登録先を便宜的に選び取ってきた。しかし、そこは強制連行を
伴う兵舎への暴力的な引き出しが横行する場でもあった。フィールドで出会う人びとは、
いかようにも不在となり得るという発想をこそ根幹に据える必要がある。
　無論、近代国家による包囲網には都市、幹線道路を中心とした管理強度の偏差が存在し
ていた。本稿では部外者の侵入が困難な浮島においてすら 20世紀後半、国民登録の文脈
における介入が進展してきたことを確認した。そして、そこで補完的な役割を果たしたの
は初代小学校教師（宗教関係者）、強制連行を経験した浮島出身者（水上保安官）等、兵
役経験者たちだった。ベラスコ軍事政権の発足以降には、国家統合圧力はより一層の高ま
りを見せ、出生登録、軍登録が着実に進展してゆく。
　しかし、これら中間的媒介者は近代国家との鎹としても機能するアンビバレントな存在
でもあった。浮島に送り込まれた代行官が、法的規定を逸脱する形で出生登録を実施する
中、1980年代初頭には軍登録から取り残された人びとが主体的に軍登録に赴く状況も生
起する。国家制度への主体的参与が着実に引き出される状況にあって、問われねばならな
いのは、外部における登録を選び取った人びとのありようを捨象し、先住民共同体と国立
保護区の二項対立的な土地係争を属地的観点で描き出してきた学術研究［Kent M. 2008］
であったはずだ。
　先住民たちは、出生登録証を入手すべく、自身の想像力を駆使し、国家介入の歴史を逆
手に取りもした。そして、動員の標的となった自らを差し出す危険をおかしながら、軍登
録所へと踏み込んだ。国家による捕捉のまさにその時、人びとが押し広げようとした両義
的な圏域――あるいは近代国家の版図の只中に異質な空間を偏在的に切りひらく移動実践
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の可能性 63 ――を、上記アプローチはいとも容易に取りこぼしてしまう。
　そして、これは観光を主題とする研究群にも通底する問題でもあろう。調査者が観光客
との交渉の場として設定するフィールドとは、土地からの引きずり出しを伴う国家包摂の
圧力が襲う場でもあり、それとの緊張関係の下に置かれた人びとの移動の一定点として描
き取られるべきものである。本稿は、国家統合の進展、先住民の呼応を身分証明書の普及
をめぐる力学から探りつつ、その生活世界の広がりの中からコンタクト・ゾーンとしての
フィールドを位置づける視角の重要性を指摘したものと言える。国家統合の文脈に強く規
定された国境地帯・流動的な圏域を対象とした本稿の議論を一般化することは慎むべきで
あろうが、このような角度からアンデス周辺地域の歴史を再検討することも無益ではない
だろう。属地的な方向性のみならず、属人的にも近代国家が動員を図ってきたという周辺
地域の国家統合の史的連続性を、的確に見定めたフィールド研究が要請されている。
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This study examines the relation between an Andean indigenous society and the Peruvian 
modern state by analyzing the diffusion of national identification (ID) cards among the Uros 
people in Lake Titicaca. For this purpose, it focuses on the early 1980s̶the time of the return to a 
democratic government, following a 12-year military rule. Additionally, it analyzes the Uros floating 
islands, a popular tourist destination, according to the socio-political context of the international 
border region wherein the national registry is indispensable.

Previous studies have focused on how the military government established a peasant 
community̶the Uros-Chulluni̶after demarcating the territory in 1975 and created the Titicaca 
National Reserve in 1978, which started the state control of natural resources in the reed beds 
where the islands were located. However, no study, to date, has investigated specific experiences 
of the people, such as how the young Uros men without military cards were forced to serve in 
the military barracks and how a municipal agent had (since 1959) kept intruding into the islands 
to register births, deaths, and marriages. Meanwhile, islanders who accessed the lakeside city for 
commercial and educational opportunities risked being drafted into the military. There were also 
situations wherein individuals were constantly on the move to evade national mobilization. Thus, 
this study also maps the zones where state agencies and the islanders were in contact and analyzes 
the historical context in which the marginalized people chose to obtain national ID cards.


